
 分任支出負担行為担当官

関東財務局 横浜財務事務所横須賀出張所長　　茂木 章

（１） 委託業務名称 不動産鑑定評価業務（価格）：神奈川県横須賀市

（２） 対象不動産 神奈川県横須賀市上町3-1-5外5筆

土地・1,748.27㎡

建物・584.68㎡/2,209.26㎡

工作物・一式

（３） 業務の概要 仕様書に記載したとおり

（４） 業 務 期 間 契約締結日から令和8年3月3日(火)まで

２．企画競争に参加する者に必要な資格

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士（不動産鑑定士補を含む）は、本業務の参加申込書の提出期
限の日から過去３年以内に不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38 年法律第152 号）（以下「法」という。）
第40 条に規定する懲戒処分を受けていない者であること。

鑑定業者及び不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士（不動産鑑定士補を含む。）は、本業務の参加申
込書等の提出期限の日から過去１年以内に国から不動産鑑定評価等業務に関して適切さを欠くものと認め
られるとして行政指導（行政手続法（平成５年法律第88 号）第２条第６号に規定する行政指導をいう。）を受
けていない者であること。

企画競争に関する公告

下記のとおり、企画競争に付します。

令和7・8・9年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格「役務の提供等」の「調査・研究」）において「A」「B」
「C」いずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、責任をもって仕様書のとおり
業務を完了できる者であること。
なお、競争参加資格は、参加申込書等の提出期限までに各省各庁からの「資格審査結果通知書」で同様の
参加資格を有することが確認できる者であることを含む。

各省各庁から指名停止等を受けていない者(分任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であるこ
と。

関東財務局管内の所属担当官と締結した契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりなが
ら、正当な理由なくして契約を拒み、若しくは入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方
として不適当であると認められる者でないこと。

法第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者（以下「鑑定業者」という。）であって､本業務の参
加申し込み期限日から過去3年以内に法第41条に基づく監督処分を受けていない者であること｡

様式2-1

１．企画競争に付する事項

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること｡
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
中、「特別の理由がある場合」に該当する。

予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること｡

記

令和7年11月13日
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交付した様式による。提出場所へ簡易書留により郵送又は持参による。

参加申込書等の提出等

提出書類

上記４-(１)-④の交付資料の企画競争参加説明書のとおり

交付期間、交付時間

交付期間
令和７年11月13日(木)～令和7年12月1日(月)
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

交付時間
9時00分から12時00分及び13時00分から17時00分

交付資料

企画競争参加説明書、仕様書、図面等資料
各種様式（参加申込書、誓約書及び役員等名簿、提出書、見積書、委任状、企画提案書、企画提案書別
紙、企画提案書記載要領、請書、個人情報の安全管理体制に関する申出書）

企画競争参加説明書等の交付

参加説明書等の交付を希望する者は、交付場所へ電話連絡のうえ、電子メールにて別添「企画競争参加説
明書等交付願」のみを提出すること。

交付場所
上記３に同じ

経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者
であること。

対象不動産の鑑定評価等を他者から受託したことがなく、今後も他者から受託しないこと。

競争に参加するために必要な参加申込書等を期限までに提出し、その審査に合格した者であること。

※上記資格に加え、担当する不動産鑑定士には参加説明書記載の要件も必要としているので留意のこと。

３．契約条項等を示す場所

〒238－8535
神奈川県横須賀市新港町1-8  横須賀地方合同庁舎 5階
関東財務局　横浜財務事務所横須賀出張所統括国有財産管理官
電話 046－823－1048

４．企画競争手続き等

提出期限

令和7年12月1日(月)17時00分まで

提出場所

上記３に同じ

受付時間
9時00分から12時00分及び13時00分から17時00分(土曜日、日曜日及び祝日を除く｡)

提出方法

５．契約保証金

全額免除する。

６．見積金額
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契約にあたっては、見積書に記載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満
の金額が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。）をもって契約価格とするので、参加者は、消費
税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１
００に相当する金額を見積書に記載すること。

７．企画書（提出書、見積書、企画提案書）の無効等

本公告に示した企画競争に参加するために必要な資格・要件を満たさない者の企画書は無効とする。

参加申込みに必要な提出書類に虚偽の記載をした者の企画書は無効とする。

１０．不動産鑑定評価書の提出期限・場所

提出期限

審査前不動産鑑定評価書提出期限：令和8年1月15日（木）

審査後不動産鑑定評価書提出期限：令和8年3月3日（火）

企画競争参加説明書若しくは企画書作成の指示事項を遵守していない企画書は無効とする。
なお、無効な企画書を提出した者を受託者と決定していた場合には、当該決定を取り消す。

８．受託者（契約相手方）の決定等

予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な見積りを行った者で、提出のあった企画書の審査により、
優秀と認められる上位の２者を選定する。なお、企画競争の結果は全ての参加者に通知する。また、企画競
争参加者が２者に満たない場合は、不調とする。

９．契約書等の作成等

「不動産鑑定評価業務委託契約書」を締結する（「不動産鑑定評価業務請書」を提出する）ものとする。
また、「価格等調査ガイドライン」の取扱いに関する実務指針に記載されている「業務の目的と範囲等の確定
に係る確認書」（様式は任意）を契約締結までに提出すること。なお、当該「業務の目的と範囲等の確定に係
る確認書」は、仕様書の内容に則って記載すること。

不動産鑑定評価書の審査
不動産鑑定評価書の提出後に当局による審査を行う。この審査は財務省通達（国有財産評価基準に
ついて（平成13年3月30日付財理第1317号））に基づくもので、事実関係等の誤認の是正及び鑑定評
価書の内容についての疑問点、不明点の確認に対する回答等を要請するものであり、当局からの要
請に分かりやすい回答等をすること。また、それに要する費用は受託者の負担となることに留意す
ること。

提出場所

〒330ｰ9716
埼玉県さいたま市中央区新都心１ｰ1　さいたま新都心合同庁舎1号館14階
関東財務局　管財第2部　首席国有財産鑑定官

１１．企画競争に参加するに当たっての留意事項

必要な業務量の積算
仕様書記載事項を遵守するに必要な業務量を積算し、見積書を作成すること。業務量及び採算を度外視し
た低価格での見積によって、仕様書の内容が遵守できない事態にならないこと。

仕様書の遵守等
本業務は、国民共有の国有財産の処分に係る重要な鑑定評価業務であることを認識し、仕様書の内容を遵
守した鑑定評価業務をすると共に、不動産鑑定評価書の品質確保に努めること。
そのため、仕様書を熟読し、業務に係る仕様を十分に理解、了知し、仕様書の内容が遵守できるかどうか確
認のうえ参加すること。また、参加にあたっては、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者としての処理能力を超
えない範囲内で行うこと。他の不動産鑑定業者との業務提携による参加は認めない。
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１３．その他

　　　電話　046－823－1048（ダイヤルイン）

手続きにおいて使用する言語は日本語に限る。

手続きにおいて使用する通貨は日本国通貨（円）に限る。

参加に要した費用は参加者の負担とし、提出のあった書類は一切返却しない。

具体的な手続きは企画競争参加説明書による。

その他不明な点については、関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所統括国有財産管理官に照会するこ
と。

企画競争において参加者が存在せず不調となった場合には、再度の公告を行い選定し直す。

不成立の場合
企画競争において参加者が存在したにもかかわらず、その企画競争において２者を選定することができな
かった場合には、企画競争は不成立とし、再度の公告を行い選定し直す。
　

不成立の場合を例示すると以下のとおりである。

①複数者の応募があり、複数者の見積額（再度の見積り合わせによる結果を含む）が予定価格以内であっ
たが、企画内容の必須項目を満たす者が２者に達しなかったため２者を選定することができなかった場合
②複数者の応募があったが、見積額（再度の見積り合わせによる結果を含む）が予定価格を上回り、再度
（再々度以降を含む）の見積り合わせへの参加者が２者に達しなかった場合

契約解除及び措置要求
提出された不動産鑑定評価書が不動産鑑定評価基準に則っていない等、その内容等の根幹部分に不備が
認められ当局の検査に合格しなかった場合等には、契約を解除することがある。契約を解除した場合には、
鑑定手数料の支払いは行わない。
また、不当な鑑定評価に該当するものとして、国土交通大臣等に対して、法第42条に規定する措置の要求
を行うことがある。

１２．企画競争における選定方法の取扱い

不調の場合

第三者への開示
第三者から行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11 年法律第42 号）に基づき不動産鑑定評
価書（成果品）の開示請求を受けた場合は、第三者へ上記法律に基づき不開示部分を設定したうえで開示
する必要があることに留意すること。



別添

　　　　

　　　年　　月　　日

　所　 在　 地

　商号又は名称

　担 当 者 名

　電 話 番 号

　　企画競争参加説明書等交付願

　令和7年11月13日付企画競争に関する公告「不動産鑑定評価業務（価格）：神奈川
県横須賀市」について、企画競争参加説明書及び対象不動産の資料を交付願いま
す。


